
第６回 鬼北町農業委員会総会 議事録 

 

 

１． 開催日時 令和２年１２月２１日（月） 午後１時３０分～午後２時３０分 

２． 開催場所 中央公民館 ３階 大会議室 

 

３． 出席委員（１４名） 

１ 善 家 郁 夫 ２ 山 下 展 輝 ３ 兵 頭 知 幸 ４ 松 岡 照 明 

５ 渡 邊 由 美 ６ 高 田 洋 一 ７ 清 家 壽 秋 ８ 清 家 祥 一 

９ 清 家 茂 １０ 山 本 一 人 １１ 水 野 規 雄 １２ 渡 邊 康 志 

１３ 谷 口 雄 記 １４ 川 平 定 計 

 

４． 欠席委員（ ０名） 

 

５． 議事日程 

日程第１  議事録署名委員の指名について 

日程第２  議案第３２号 農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第３  議案第３３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

日程第４  議案第３４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請の取り下げ 

             願いについて 

日程第５  議案第３５号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による 

鬼北町農用地利用集積計画（案）の決定について 

 

 

 

 

６． 農業委員会事務局職員 

局長 松 本 秀 治 次長 渡 辺 美 枝 主任 岡 崎 秀 太 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



７． 会議の概要 

事 務 局 

定刻となりましたので、ただ今から第６回の鬼北町農業委員会総会を始め

させていただきます。 

皆様ご起立をお願いします。 

一同、礼。 

よろしくお願いいたします。ご着席ください。 

始めに、開会の挨拶を川平会長からいただきたいと思います。 

会 長 

気象もようやく冬らしくなって参り、先日は初雪もあったところでありま

す。ただ、予想に反してコロナが一向に収まる気配がありません。鬼北町に

おいては幸い発生していないのですが、隣の高知県では、累積すると既に

５００人を超える感染者が出ていると聞いています。鬼北町の場合は、高

知県と隣接した地域もありますので、若干は人の出入りもあります、気を

付けて生活する必要はあると感じております。本来であれば、年末の農業

委員会総会後には忘年会を開催していたのですが、コロナの関係もありま

すので、今になってみれば中止にしていてよかったなというふうに感じて

います。コロナが収束しましたら、またみんなで集まって親睦を深めるこ

とができようと思います。本日は、第６回の農業委員会総会ということで、

それぞれ手元に資料が配布されていると思います。内容に従いまして、慎

重にご審議いただくようお願いしまして、開会の挨拶とさせていただきま

す。 

事 務 局 

ありがとうございました。 

これから議事の進行につきましては、会議規則第７条によりまして、会長

が執り行います。よろしくお願いします。 

議 長 

ただいまの出席委員は、＿１４＿名であります。 

松岡委員から、少々遅れるとの連絡を受けております。後ほど出席してい

ただきます。 

＿末廣推進委員、松原推進委員、酒井推進委員＿より欠席の連絡を受けて

おります。 

定数に達しておりますので、これより第６回鬼北町農業委員会総会を開催

いたします。 

議 長 

これより本日の会議を開きます。 

お手元に本日の議案書の差し替えがございますので確認をお願いします。 

本日の議事日程は、先日配布してあります次第のとおりといたします。 

各委員のご協力をお願いします。 

議 長 

日程第１ 「議事録署名委員の指名について」 

鬼北町農業委員会会議規則第３９条の規定により、本日の議事録署名委員

に９番 清家茂
しげる

委員、１０番 山本一人
か ず と

委員、以上の両委員を指名いたし

ます。よろしくお願いします。 



議 長 

日程第２ 議案第３２号「農地法第３条の規定による許可申請について」

を議題といたします。 

それでは順位１番について、渡邊由美
ゆ み

委員より説明願います。 

渡 邊 委 員 

失礼します。議席番号５番 渡邊です。 

議案第３２号「農地法第３条の規定による許可申請について」、順位１番に

ついて説明をします。 

 【議案書に基づき、議案第３２号 順位１番 説明】 

渡 邊 委 員 
１２月１８日に譲受人、中井推進委員、事務局１名、私の計４名で現地調査

を行いました。続いて調査書に基づき報告をします。 

 【調査書に基づき、議案第３２号 順位１番 説明】 

渡 邊 委 員 
以上、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを

満たすと考えます。ご審議のほどよろしくお願いします。 

議 長 

ただ今、渡邊委員からの説明が終わりました。 

これより質疑討論を行います。 

ご意見ありませんか。 

 （質問、意見等なし） 

議 長 

はい、ご意見もないようですので採決いたします。 

議案第３２号「農地法第３条の規定による許可申請について」、順位１番は

申請のとおり許可することにご異議ございませんか。 

各 委 員 異議なし。 

議 長 

異議なしと認めます。 

よって、議案第３２号「農地法第３条の規定による許可申請について」、順

位１番は、申請のとおり許可することと決定させて頂きます。 

議 長 続いて、順位２番について、善家委員より説明願います。 

善 家 委 員 

失礼します。議席番号１番 善家です。 

議案第３２号「農地法第３条の規定による許可申請について」、順位２番に

ついて説明をします。 

 【議案書に基づき、議案第３２号 順位２番 説明】 

善 家 委 員 
１２月１８日に譲渡人・譲受人双方の代理人、斯波推進委員、事務局１名、

私の計４名で現地調査を行いました。続いて調査書に基づき報告をします。 

 【調査書に基づき、議案第３２号 順位２番 説明】 

善 家 委 員 

以上、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを

満たすと考えます。 

ご審議のほどよろしくお願いします。 

議 長 
ただ今、善家委員からの説明が終わりました。 

これより質疑討論を行います。ご意見ありませんか。 



 （質問、意見等なし） 

議 長 

はい、ご意見もないようですので採決いたします。 

議案第３２号「農地法第３条の規定による許可申請について」、順位２番は

申請のとおり許可することにご異議ございませんか。 

各 委 員 異議なし。 

議 長 

異議なしと認めます。 

よって、議案第３２号「農地法第３条の規定による許可申請について」、順

位２番は、申請のとおり許可することと決定させて頂きます。 

議 長 
日程第３ 議案第３３号「農地法第５条第１項の規定による許可申請につ

いて」を議題といたします。 

議 長 順位１番について、山本一人
か ず と

委員より説明願います。 

山 本 委 員 

議席番号１０番 山本です。 

議案第３３号「農地法第５条第１項の規定による許可申請について」、順位

１番の説明をします。 

 【議案書に基づき、議案第３３号 順位１番 説明】 

山 本 委 員 

１２月１８日に使用貸人の代理人、使用借人の代理人、藤原推進委員、事務

局１名、私の計５名で現地調査を行いました。その内容を調査書に基づき

報告をします。 

 【調査書に基づき、議案第３３号 順位１番 説明】 

山 本 委 員 
以上により、農地法第５条第１項各号には該当しないため、許可要件のす

べてを満たすと考えます。ご審議のほどよろしくお願いします。 

議 長 
ただ今、山本委員からの説明が終わりました。 

これより質疑討論を行います。 ご意見ありませんか。 

各 委 員 （質問、意見等なし） 

議 長 

はい、ご意見もないようですので採決いたします。 

議案第３３号「農地法第５条第１項の規定による許可申請について」、順位

１番は申請のとおり許可することにご異議ございませんか。 

各 委 員 異議なし 

議 長 

異議なしと認めます。 

よって、議案第３３号「農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て」順位１番は、許可相当として県知事に意見を送付いたします。 

議 長 続いて順位２番について、高田洋一
よういち

委員より説明願います。 

高 田 委 員 

議席番号６番 高田です。 

議案第３３号「農地法第５条第１項の規定による許可申請について」、順位

２番の説明をします。 



 【議案書に基づき、議案第３３号 順位２番 説明】 

高 田 委 員 
１２月１８日に譲受人、清家委員、事務局１名、私の計４名で現地調査を行

いました。その内容を調査書に基づき報告をします。 

 【調査書に基づき、議案第３３号 順位２番 説明】 

高 田 委 員 
以上により、農地法第５条第１項各号には該当しないため、許可要件のす

べてを満たすと考えます。ご審議のほどよろしくお願いします。 

議 長 
ただ今、高田委員からの説明が終わりました。 

これより質疑討論を行います。 ご意見ありませんか。 

各 委 員 （質問、意見等なし） 

議 長 

はい、ご意見もないようですので採決いたします。 

議案第３３号「農地法第５条第１項の規定による許可申請について」、順位

２番は申請のとおり許可することにご異議ございませんか。 

各 委 員 異議なし 

議 長 

異議なしと認めます。 

よって、議案第３３号「農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て」順位２番は、許可相当として県知事に意見を送付いたします。 

議 長 
日程第４ 議案第３４号「農地法第５条第１項の規定による許可申請の取

り下げ願いについて」を議題といたします。 

議 長 事務局より説明願います。 

事 務 局 

事務局の岡崎です。 

議案第３４号「農地法第５条第１項の規定による許可申請の取り下げ願い

について」を説明いたします。 

事 務 局 
以上により、取り下げはやむを得ないと思われます。ご審議のほどよろし

くお願いいたします。 

議 長 

ただ今、事務局からの説明が終わりました。 

これより質疑討論を行います。  

ご意見ありませんか。 

各 委 員 （質問、意見等なし） 

議 長 

はい、ご意見もないようですので採決いたします。 

議案第３４号「農地法第５条第１項の規定による許可申請の取り下げ願い

について」は申請のとおり取り下げすることにご異議ございませんか。 

各 委 員 異議なし 

議 長 

異議なしと認めます。 

よって、議案第３４号「農地法第５条第１項の規定による許可申請の取り

下げ願いについて」は、申請のとおり取り下げすることと決定致します。 

議 長 
日程第５ 議案第３５号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定

による鬼北町農用地利用集積計画（案）の決定について」を議題といたしま



す。まず、順位１番から３９番までを一括審議し、順位４０番以降について

は該当委員退席後に審議します。 

順位１番から３９番まで事務局より説明願います。 

事 務 局 

はい、それでは順位１番から順に読み上げて説明とさせていただきます。 

読み上げる項目につきましては順位の番号、貸人の大字名と氏名。借人の

大字名と氏名、契約地の地番、地目、面積、備考欄といたします。 

 【議案書に基づき、議案第３５号 順位１番から３９番まで 説明】 

事 務 局 以上でございます。ご審議の程よろしくお願いいたします。 

議 長 

ただ今、順位１番から３９番の説明が終わりました。 

これより質疑討論を行います。 

ご意見ありませんか。 

各 委 員 （質問、意見等なし） 

議 長 

はい、ご意見もないようですので採決いたします。 

議案第３５号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による鬼北

町農用地利用集積計画（案）の決定について」、順位１番から３９番につい

て、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

各 委 員 異議なし。 

議 長 

異議なしと認めます。 

よって、議案第３５号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に

よる鬼北町農用地利用集積計画（案）の決定について」、順位１番から３９

番につきましては、原案のとおり決定させていただきます。 

議 長 ○○○○委員は退席願います。 

 （○○○○委員 退席） 

議 長 それでは、順位４０番について事務局より説明願います。 

事 務 局 順位４０番について説明します。 

 【議案書に基づき、議案第３５号 順位４０番 説明】 

事 務 局 以上でございます。ご審議の程よろしくお願いいたします。 

議 長 
ただ今、順位４０番の説明が終わりました。 

これより質疑討論を行います。ご意見ありませんか。 

 （質問、意見等なし） 

議 長 

はい、ご意見もないようですので採決いたします。 

議案第３５号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による鬼北

町農用地利用集積計画（案）の決定について」、順位４０番は原案のとおり

決定することにご異議ございませんか。 

各 委 員 異議なし。 



議 長 

異議なしと認めます。 

よって、議案第３５号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に

よる鬼北町農用地利用集積計画（案）の決定について」、順位４０番は原案

のとおり決定させていただきます。 

議 長 事務局は○○○○委員を呼んできてください。 

 （○○○○委員 着席） 

議 長 ○○○○委員は退席願います。 

 （○○○○委員 退席） 

議 長 それでは、順位４１番について事務局より説明願います。 

事 務 局 順位４１番について説明します。 

 【議案書に基づき、議案第３５号 順位４１番 説明】 

事 務 局 以上でございます。ご審議の程よろしくお願いいたします。 

議 長 
ただ今、順位４１番の説明が終わりました。 

これより質疑討論を行います。ご意見ありませんか。 

 （質問、意見等なし） 

議 長 

はい、ご意見もないようですので採決いたします。 

議案第３５号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による鬼北

町農用地利用集積計画（案）の決定について」、順位４１番は原案のとおり

決定することにご異議ございませんか。 

各 委 員 異議なし。 

議 長 

異議なしと認めます。 

よって、議案第３５号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に

よる鬼北町農用地利用集積計画（案）の決定について」、順位４１番は原案

のとおり決定させていただきます。 

議 長 事務局は○○○○委員を呼んできてください。 

 （○○○○委員 着席） 

議 長 
以上で本日の議案の審議は全て終了いたしました。 

ご協力ありがとうございました。 

議 長 以上で第６回鬼北町農業委員会総会を閉会いたします。 

 なお事務局より連絡事項がありますので、そのままお待ちください。 

  

  



 議事録署名委員 

         ９番 

  

        １０番 

  

 


